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会計管理者訓令 
那覇市会計管理者事務決裁規程の一部を改正する訓令（出納室） 

那覇市会計管理者訓令第 1 号  

平 成 2 6 年 ３ 月 ３ 日  

 

 

 

 那覇市会計管理者事務決裁規程(平成 19 年会計管理者訓令第１号)の一部を次の

ように定める。 

 

 

 

那覇市会計管理者 島 袋 圧 一  
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告    示 
建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 
那覇市告示第 318 号  

平成 26 年２月５日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について 

 

 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市都市計画部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 指定番号：第 10号 

２ 指定道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

３ 指定の年月日：平成 26年２月５日 

４ 指定道路の位置：那覇市松島二丁目５番 13 

５ 指定道路の延長及び幅員：延長 33.06ｍ 

幅員 4.00ｍ～5.31ｍ 

 

 

 

平成 26 年（2014 年）２月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 
那覇市告示第 320 号  

平成 26 年２月 10 日  

掲 示 済  

 

平成 26年（2014年）２月那覇市議会定例会の招集について 

 

平成 26年（2014年）２月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 招 集 の 日    平成 26年２月 18日（火） 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 322 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 323 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 324 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 325 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 326 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 327 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 328 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 



      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1461 
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 329 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1464 

個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 330 号  

平成 26 年２月 13 日  

掲 示 済  

 

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき、個人情報

目的外利用等届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 342 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の

指定について 

 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

那覇民主診療所 沖縄医療生活協同組合 
平成 26年１月６日 

那覇市松尾二丁目 17番 34号 

ミッキー歯科クリニック 医療法人 二十一の会 
平成 26年１月８日 

那覇市首里石嶺町２丁目 70番地 15 ｺｰﾎﾟ集い 101号 

そらクリニック 甲口 知也 
平成 26年２月４日 

那覇市安里二丁目５番１号 ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾊｲﾑ喜納Ⅱ305 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 
那覇市告示第 343 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の

変更について 

 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

変更の届出があった。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 
変  更  後 

（ 変 更 前 ） 

ふく薬局 開南バス停前店 

平成 26年１月 27日 

名  称 
ふく薬局 開南バス停前店 

（ふく薬局 かいなん店） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 
那覇市告示第 344 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の

廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

廃止の届出があった。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

名   称 
廃止年月日 

所 在 地 

ミッキー歯科クリニック 
平成 26年１月８日 

那覇市首里石嶺町４丁目 94番地 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 345 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の

指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定介護機関として、

次のとおり指定した。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

名   称 所 在 地 
指定年月日 

開 設 者 サービスの種類 

福祉用具サービスステーシ

ョンおもと園 

那覇市安里一丁目７番 3号 

７階 
平成 25年４月１日 

社会福祉法人おもと会 
・特定福祉用具販売 

・特定介護予防福祉用具販売 

デイサービス ゆがふ 
那覇市首里末吉町 1 丁目 153

番地 １階 
平成 26年２月１日 

有限会社クリエイティブラ

イフ 

・通所介護 

・介護予防通所介護 

グループホームつぼみ 那覇市具志二丁目 18番 12号 

平成 26年２月１日 

有限会社 百栄 

・認知症対応型共同生活介護 

・介護予防認知症対応型共同 

 生活介護 

そらクリニック 
那覇市安里二丁目５番１号 

ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾊｲﾑ喜納Ⅱ305 
平成 26年２月７日 

甲口 知世 
・居宅療養管理指導 

・介護予防居宅療養管理指導 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 
那覇市告示第 346 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の

変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定介護機関より、次

のとおり変更の届出があった。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 
変  更  後 

( 変 更 前 ) 

有限会社かりゆしケアセンター 

平成 25年 11月 25日 

所在地 

那覇市古波蔵一丁目 24番 21号  

幸ﾋﾞﾙ 201号 

（那覇市字古波蔵 129番地１ 幸ﾋﾞﾙ 201号） 

那覇民主診療所 

平成 26年 1月６日 所在地 
那覇市松尾二丁目 17番 34号 

（那覇市泉崎二丁目２番５号） 

介護保険事

業所番号 

４７１０１１８１５１ 

（４７１０１１２２２０） 

居宅介護支援事業所 泉崎 

平成 26年 1月６日 

所在地 
那覇市松尾二丁目 17番 34号 ４階 

（那覇市泉崎二丁目２番５号 ２階） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 
那覇市告示第 347 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の

廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定介護機関より、次

のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

名   称 

廃止年月日 

所 在 地 

株式会社なまくまデイサービスセンター前島 

平成 26年１月 31日 

那覇市前島二丁目 18番 17号 

デイサービスセンター西町 

平成 26年１月 31日 

那覇市西一丁目 20番 19号 

小規模多機能型居宅介護事業所 ゆがふ 

平成 26年１月 31日 

那覇市首里末吉町１丁目 153番地 １階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づくあ

ん摩・マッサージを担当する施術者の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 348 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づくあん摩・マ

ッサージを担当する施術者の指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づくあん摩･マッサージを担当する施術者について、生活保

護法第 55条において準用する第 49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条

第４項の規定による指定施術者として、次のとおり指定した。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

施 術 者 
施 術 所 名 称 

指定年月日 
施 術 所 所 在 地 

大川 健 

敬老整骨鍼灸マッサージ院 

平成 26年 1月 28日 

那覇市松尾二丁目 19番 39号 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 103 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく柔

道整復を担当する施術者の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 349 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

   生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく柔道整復を

担当する施術者の指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30 号）に基づく柔道整復を担当する施術者について、生活保護法第 55

条において準用する第 49 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規

定による指定施術者として、次のとおり指定した。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

施 術 者 
施 術 所 名 称 

指定年月日 
施 術 所 所 在 地 

翁長 亜衣 

ワイズ那覇整骨院 

平成 26年 1月 27日 

那覇市田原 3丁目 1番地 1 ｴﾝｾﾞﾙﾊｲﾑ 101 

大川 健 

敬老整骨鍼灸マッサージ院 

平成 26年 1月 28日 

那覇市松尾二丁目 19番 39号 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 103 

平良 直樹 

鏡原整骨院 

平成 26年２月 14日 

那覇市鏡原町 23番 10号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく柔

道整復を担当する施術者の変更について（保護管理課） 
 

 

那覇市告示第 350 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく柔道整復を

担当する施術者の変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30 号）に基づく柔道整復を担当する施術者について、生活保護法第 55

条において準用する第 49 条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定施術者より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

施 術 所 名 称 

変更年月日 
変更事項 変 更 後（変 更 前） 

おきなは整骨院 

平成 26年１月６日 
施術所 

所在地 

那覇市牧志三丁目９番 22 号 ｺﾝﾄﾞﾐﾆｵﾏｷｼ１階

（那覇市寄宮二丁目６番 10号） 
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公    告 
那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 
那覇市公告第 440 号  

平成 26 年１月 30 日  

掲 示 済  

 

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第1項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・４・那22号松山線 

 

２ 施行者の名称   那 覇 市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成26年１月30日～平成27年３月31日 
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住民票の職権消除の公示について（市民課） 
那覇市公告第 467 号  

平成 26 年２月 19 日  

掲 示 済  

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

 なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部市民課において縦覧に供する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

那覇広域都市計画事業モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開

発事業の規準及び事業計画の変更に係る縦覧について（市街地整備課） 

那覇市公告第 468 号  

平成 26 年２月 19 日  

掲 示 済  

 

 

 

那覇広域都市計画事業 モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事

業の規準及び事業計画の変更に係る縦覧について 

 

 

都市再開発法（昭和 44 年６月３日法律第 38 号）第 50 条の９第２項において準

用する法第 16条第１項及び同法施行令３条の規定に基づき、下記事業に係る図書を

２週間公衆の縦覧に供します。 

なお、当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着す

る物件について権利を有する者又は特定事業参加者は、縦覧に供された規準及び事

業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を

経過する日までに、沖縄県知事に意見書を提出することができます。ただし、都市

計画において定められた事項を除きます。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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１ 名 称：モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業 

 

２ 図 書：規準及び事業計画 

 

３ 縦覧場所： 

那覇市都市計画部市街地整備課（那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁９階） 

 

４ 縦覧期間： 

平成 26年２月 19日から平成 26年３月５日まで(土･日曜日及び祝日を除く) 

 

５ 縦覧時間：午前８時 30分から午後５時 15分まで 

 

 

 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 
那覇市公告第 482 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

平成 25年 11月 22日 第 H25－04号 那覇市指令都建第 2274号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称 那覇市首里石嶺町四丁目 477番３ 他３筆 

３ 公共施設の種類、位置及び区域 

（１）種類 道路 

（２）位置及び区域 次の図の通り 

（「次の図」は、省略し、その図面及び関係書類を那覇市都市計画部建築

指導課において縦覧に供する。） 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

浦添市伊祖二丁目２番２号 ㈱クリアフィールド ㈹與座 修 

５ 検査済証番号 平成 26年２月 10日 那都建第 590号 

６ 工事完了年月日 平成 26年１月９日 
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平成 26 年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託の入札の実施に

ついて（管財課） 
那覇市公告第 483 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

平成 26年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託の入札の実施について 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のよう

に公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 業 務 名     

（２） 

 平成 26年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託 

履 行 場 所     

別表２：警備業務委託各施設 

 別表１：清掃業務委託各施設 

（３） 履 行 内 容     

（４） 契約予定日 平成 26年４月１日 

 各業務委託の仕様書による 

（５） 履 行 期 間     

ア 単年度契約案件 

  平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日まで 

イ 長期継続契約案件  

       （那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

第２条第２号に基づく長期継続契約） 

平成 26年４月１日～平成 31年３月 31日までの任意の期間 

※特記事項 

       長期継続契約案件の入札及び契約には次の条件を付す。 

       1)各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又は継

続するものであること。 

2)予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合があること。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  清掃業務及び警備業務の制限付一般競争入札に参加することができる者は、那

覇市庁舎等清掃業務委託及び警備業務委託競争入札参加者資格等に関する要綱

第５条第 1項に規定する制限付一般競争入札参加資格者名簿に登録されている者

でなければならない。 
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３ 入札説明会の日時及び場所（本庁舎の駐車場は有料になっています） 

（１）清掃業務委託 

   日 時 平成 26年３月 12日(水) 13：15受付開始 13：45説明開始 

   場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号  

那覇市役所本庁舎 12階 第１研修室ＡＢ 

（２）警備業務委託 

   日 時 平成 25年３月 13日(木) 13：15受付開始 13：45説明開始 

   場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号  

那覇市役所本庁舎 12階 第１研修室ＡＢ 

 

４ 入札執行の日時及び場所（本庁舎の駐車場は有料になっています） 

（１）清掃業務委託 

   日 時 平成 25年３月 26日(水) ９：00受付開始 ９：30入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号  

那覇市役所本庁舎 12階 第１研修室ＡＢ 

 

（２）警備業務委託 

   日 時 平成 25年３月 26日(水) 13：15受付開始 14：00入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号  

那覇市役所本庁舎 12階 第１研修室ＡＢ 

 

５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金  

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除する。 

 

７ 落札決定後提出書類（落札者のみ提出） 

 落札者は、指定された期日までに最低賃金遵守の誓約書（市様式）を各案件の

所管課へ提出すること。 

 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格を有しない者のした入札。 

（２） 委任状を持参しない代理人のした入札。 

（３） 入札書の日付が、入札の年、月、日と合わない入札。 

（４） 入札書に記名押印（代表者印は登録印鑑届出印、代理人の場合は代理人の

印）を欠く入札。 

（５） 入札書の表記金額を訂正した入札。 

（６） 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。 

（７） 明らかに談合によると認められる入札。 

（８） 他の参加者の代理人を兼ね、又は、二人以上の代理をした入札。 

（９） その他入札に関する条件に違反した入札。 
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９ 郵送による入札は認めない。 

 

10 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

11 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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別表１：清掃業務委託各施設 

ＮＯ ランク 件名 所管課 

1 A 公設市場の清掃業務委託 なはまちなか振興課 

2 A 那覇市公民館・図書館清掃業務委託 中央公民館 

3 A 那覇市民会館清掃業務 文化振興課 

4 A 那覇市役所本庁舎清掃業務委託Ａ 管財課 

5 Ａ 那覇市役所本庁舎清掃業務委託Ｂ 管財課 

6 Ｂ 那覇市保健所施設清掃業務委託 健康増進課                                                                                                          

7 Ｂ 
平成２６年度交通広場及び情報センター清掃

業務委託 
道路管理課 

8 C 真和志庁舎清掃業務 管財課 

9 C 
那覇市中心商店街にぎわい広場清掃業務委

託 
なはまちなか振興課 

10 C 新都心銘苅庁舎清掃業務委託契約 まちづくり協働推進課 

11 C 首里支所庁舎清掃業務委託 市民課 首里支所 

12 C 小禄支所庁舎清掃業務委託 市民課 小禄支所 

13 C 那覇市北保健センター清掃業務委託 地域保健課 

14 C 那覇市歴史博物館清掃業務委託 文化財課（歴博Ｇ） 

15 C 壺屋焼物博物館清掃業務委託 文化財課（歴博Ｇ） 

16 Ｃ 平成２６年度消防庁舎清掃業務委託契約 消防本部総務課 

17 Ｃ 
路上喫煙禁止地区設置灰皿及び広場清掃委

託 
なはまちなか振興課 
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別表２：警備業務委託各施設 

ＮＯ ランク 件名 所管課 

1 Ａ 公設市場の警備保安業務委託 なはまちなか振興課 

2 Ａ 新都心銘苅庁舎警備業務委託 まちづくり協働推進課 

3 Ａ 玉陵・識名園警備業務委託 文化財課 

4 Ａ 
壺屋焼物博物館警備・料金徴収・展示室監視

業務委託 
文化財課（歴博Ｇ） 

5 Ａ 
那覇市役所本庁舎保安警備及び駐車場管理

業務委託 
管財課 

6 B 
那覇市中心商店街にぎわい広場警備常務委

託 
なはまちなか振興課 

7 Ｂ 那覇市保健所施設警備業務委託 健康増進課 

8 B 首里支所庁舎警備業務委託 市民課 首里支所 

9 B 真和志庁舎警備業務 管財課 

10 B 小禄支所庁舎警備業務委託 市民課 小禄支所 

11 Ｂ 那覇市民会館警備業務 文化振興課 

12 Ｃ 
平成２６年度エコマール那覇等施設警備業務

委託 
クリーン推進課 

13 Ｃ 都市公園巡回警備業務委託（その１） 公園管理課 

14 Ｃ 
平成２６年度おもろまち駅情報センター警備

業務委託 
道路管理課 
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那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託契約の制限付一

般競争入札の実施について（管財課） 
那覇市公告第 484 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託契約の制限付一般競争

入札の実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名      那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託 

（２）

(３) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）

のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所

履 行 場 所      那覇市本庁舎 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象 エスカレーター４基（型式:S1000TE-D） 

（４）履 行 期 間 平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日 

         ※本事業予算は平成 26年度当初予算に計上しており、事業の執

行は予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる場合

があることを予めご留意ください。 

（５）目的    那覇市役所本庁舎に設置しているエスカレーター４基を正常か

つ良好な運転状態に保つため、定期点検及び故障対策を実施す

る。 

（６）概要    ・技術員による月に１回の巡回点検整備 

･法定定期検査 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理（24時間体制） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格

付名簿」の業種「機械器具設置」に登録していること。 

(２) 那覇市の市税を完納していること。 
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等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札にお

ける営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

(４) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(５) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

(６) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(７) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(８) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(９) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

(10）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後 2年を経過していること。 

(11） 那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

(12) 「昇降機検査資格者」資格を有し、かつ、実務経験のある者が３人以上在職

していること。 

(13) 制服制度があること。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

 配布期間 平成 26年３月４日（火）～平成 26年３月 14日（金） 

      午前９時 00分～午後４時 00分（12～13時を除く） 

      （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

   配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市本庁舎５階 

   那覇市総務部管財課 

   ※窓口でのみ配布します。 

   ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

   質問期間 平成 26年３月 10日（月）～平成 26年３月 14日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

   回答日  平成 26年３月 24日（月） 

   回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

   日 時 平成 26年３月 28日（金） 

午前 10時 00分受付開始 午前 10時 10分入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市本庁舎 10階会議室（1001） 

 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 
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６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除することができる。 

 

８ 契約保証金 

   契約保証金は、那覇市契約規則第４条第１項第９号に基づき免除することがで

きる。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

 落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持参

のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

(９) 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託の制限付一般競争

入札の実施について（管財課） 
那覇市公告第 485 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託の制限付一般競争入札の

実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名      那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託 

（２）

(３) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札におけ

履 行 場 所      那覇市本庁舎 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 期 間 平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日 

         ※本事業予算は平成 26年度当初予算に計上しており、事業の執

行は予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる場合が

あることを予めご留意ください。 

（４）目的    那覇市役所本庁舎に設置しているエレベーター４基を正常かつ

良好な運転状態に保つため、定期点検及び故障対策を実施する。 

（５）概要    ・技術員による３ヶ月に１回の巡回点検整備 

・監視診断装置による毎月１回の点検、又は技術員による毎月

１回の巡回点検 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理（24時間体制） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格

付名簿」の業種「機械器具設置」に登録していること。 

(２) 那覇市の市税を完納していること。 
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る営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

(４) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(５) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

(６) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(７) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(８) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(９) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定す

る者に該当しないこと。 

(10）地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後 2年を経過していること。 

(11） 那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第 1 号。）第 2 条第 1 号に規

定する暴力団又は同条第 2号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

(12) 「昇降機検査資格者」資格を有し、かつ、同一規模の保守点検実務経験が３

年以上のある者が３人以上在職していること。 

(13) 制服制度があること。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

 配布期間 平成 26年３月４日（火）～平成 26年３月 14日（金） 

      午前９時 00分～午後４時 00分（12～13時を除く） 

      （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

   配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市本庁舎５階 

   那覇市総務部管財課 

   ※窓口でのみ配布します。 

   ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

   質問期間 平成 26年３月 10日（月）～平成 26年３月 14日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出す

ること。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

    回答日  平成 26年３月 24日（月） 

    回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

   日 時 平成 26年３月 28日 

午前 11時 00分受付開始 午前 11時 10分入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市本庁舎 10階会議室（1001） 

  

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 
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６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除することができる。 

 

８ 契約保証金 

   契約保証金は、那覇市契約規則第４条第１項第９号に基づき免除することがで

きる。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 



      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1489 

那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約の制限付一般競争入札の実

施について（管財課） 
那覇市公告第 486 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約の制限付一般競争入札の実施につ

いて 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名      那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約 

（２）

(８) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き

履 行 場 所      那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）業務の目的 本庁舎内に観葉植物を設置し、常に状態の良い状況を保ち来庁

する市民に憩いの空間を提供することを目的とする。 

（４）履 行 期 間 平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日        

 ※本事業予算については、平成 26 年度当初予算に計上しているところで

す。事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変更

が生じる場合があることを予めご留意ください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

（１) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「造園」に登録されていること。 

（２) 営業実績が２年以上あること。 

（３) 那覇市の市税を完納していること。 

（４) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札におけ

る営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

(５) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(６) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

(７) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 
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開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(９) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(10) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

(11) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

(12) 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関

係していないこと。 

(13) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 26年３月４日（火）～平成 26年３月 14日（金）     

      ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

      （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

   配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

        ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

   質問期間 平成 26年３月 10日（月）～平成 26年３月 14日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出する

こと。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

   回答日  平成 26年３月 24日（月） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

     

５ 入札執行の日時及び場所 

   日 時 平成 26年３月 28日(金) 

13時 30分受付開始 13時 40分入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市役所本庁舎 10階会議室(1001) 

   ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

 落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持参

のうえ提出すること。 
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（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約の制限付一般競争入札

の実施について（管財課） 
那覇市公告第 487 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約の制限付一般競争入札の実施

について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第 1項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名      那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約 

（２）履 行 場 所      那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）業務の目的 本庁舎外周及び中庭に設置されている植物を常に良好な状態に

管理し、庁舎の美観を保つとともに遮熱効果を提供することを

目的とする。 

（４）履行期間  平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日  

     ※本事業予算については、平成 26年度当初予算に計上しているところで

す。事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変

更が生じる場合があることを予めご留意ください。       

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「造園」に登録されていること。 

(２) 従業員に常勤の者で造園施工管理技術士の資格を有する者が１人以上い

ること。 

(３) 営業実績が２年以上あること。 

(４) 那覇市の市税を完納していること。 

(５) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）

のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所

等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札にお

ける営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 
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(６) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(７) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

(８) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(９) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(10) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(11) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

(12) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

(13) 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関

係していないこと。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 26年３月４日（火）～平成 26年３月 14日（金）     

     ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

   配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  （１）質問期間 平成 26年３月 10日（月）～平成 26年３月 14日（金） 

（２）質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出

すること。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  （３）回答日  平成 26年３月 24日（月） 

（４）回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

     

５ 入札執行の日時及び場所 

  （１）日 時 平成 26年３月 28日(金) 

14時 30分受付開始 14時 40分入札開始 

  （２）場 所 那覇市泉崎１-1-1 那覇市役所本庁舎 10階会議室(1001) 

         ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除することができる。 
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８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８） 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９） その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入

札の実施について（管財課） 
那覇市公告第 488 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実

施について 

 

 

地方自治法第 234条第１項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、

地方自治法施行令第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のよう

に公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）契約案件名 那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所      那覇市役所本庁舎（那覇市泉崎１丁目１番１号） 

（３）履 行 内 容      仕様書による 

（４）履 行 期 間     

(５) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）

のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における

 平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日まで 

     ※本事業予算は平成 26 年度当初予算に計上しており、事業の執行は予算成

立が前提となるため、内容等に変更が生じる場合があることを予めご留意

ください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める

資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「消防施設」に登録されていること。 

(２) 平成 24年４月１日から平成 26年３月 31日までの２ヵ年度において、建築

物における消防用設備の保守点検業務を元請として実施した実績があり、当該期

間における年度平均の受注金額が 50万円以上あること。 

(３) 従業員に次の資格を有する者がいること。 

  ・消防設備士免状(甲種１～５類及び乙種６類) 

  ・第 1種消防設備点検資格者免状 

  ・第２種消防設備点検資格者免状 

  ・防災管理点検資格者免状 

  ・危険物取扱者免状(乙種４類又は甲種) 

(４) 那覇市の市税を完納していること。 
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営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

(６) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(７) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

(８) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(９) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(10) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(11) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

(12) 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後 2年を経過していること。 

(13) 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第 1 号。)第 2 条第 1 号に規

定する暴力団又は同条第 2号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関

係していないこと。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

   配布期間 平成 26年３月４日(火)～平成 26年３月 14日(金) 

        ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

        （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

   配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階 

        那覇市総務部管財課 

        ※窓口でのみ配布します。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

質問期間 平成 26年３月 10日（月）～平成 26年３月 14日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

     ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

回答日  平成 26年３月 24日（月） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 26年３月 28日（金） 

     15時 30分受付開始  15時 40分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 10階 1001会議室 

     

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除する 
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８ 契約保証金 

   契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46年

那覇市規則第 13 号）第４条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締結す

ること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

 (９) 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び「２ 入札に参加する者に必要な

資格に関する事項」に違反した入札は無効とします。 

 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市役所 総務部 管財課 庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託契約の制限付一般競争

入札の実施について（管財課） 
那覇市公告第 489 号  

平成 26 年３月３日  

 

 

那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託契約の制限付一般競争入札の

実施について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第 13条の規定により、次のとお

り公告する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名      那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所      那覇市本庁舎 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）空調機型式 ＥＨＰ方式、ＧＨＰ方式 

（４）履 行 期 間  平成 26年４月１日から平成 27年３月 31日 

         ※本事業予算は平成 26年度当初予算に計上しており、事業の執

行は予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる場合が

あることを予めご留意ください。 

（５）目的     那覇市役所本庁舎に設置している空調設備を常に良好な状態

に維持するとともに、故障を未然防止に図るために実施する。 

（６）概要    ・保全技術員による年１回のシーズンイン点検（４月） 

                  ・保全技術員による年３回のシーズンオン点検（５～10月） 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付

名簿」の業者「管」に登録していること。 

(２) 那覇市の市税を完納していること。 

(３) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札におけ

る営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 
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(４) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(５) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

(６) 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(７) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続き

開始の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づ

く再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

(８) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(９) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

(10) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後 2年を経過していること。 

(11) 那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第 1 号。）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関

係していないこと。 

(12) 制服制度があること。 

(13) その他市長が必要と認める条件 

 

３  業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

 配布期間 平成 26年３月４日（火）～平成 26年３月１４日（金） 

      午前９時 00分～午後４時 00分（12～13時を除く） 

      （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

   配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市本庁舎５階 

   那覇市総務部管財課 

   ※窓口でのみ配布します。 

   ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

   質問期間 平成 26年３月 10日（月）～平成 26年３月 14日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出する

こと。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

   回答日  平成 26年３月 24日（月） 

   回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

   日 時 平成 26年３月 28日（金） 

午後４時 30分受付開始 午後４時 40分入札開始 

   場 所 那覇市泉崎１-１-１ 那覇市本庁舎 10階会議室（1001） 

 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 



      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1500 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第 12条第 1項に基づき免除することができる。 

 

８ 契約保証金 

   契約保証金は、契約金額(年額)の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市

契約規則（昭和 46 年那覇市規則第 13 号）第４条第１項第１号に規定する履行

保証保険契約を締結すること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

  落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで持

参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・更正年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、今

後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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教育委員会規則 
那覇市就学援助規則の一部を改正する規則 

那覇市教育委員会規則第２号  

平 成 2 6 年 ２ 月 ７ 日   

公 布 済  

 

 

 那覇市就学援助規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市教育委員会  

委員長  添石 幸伸  
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那覇市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正

する規則 
那覇市教育委員会規則第３号  

平 成 2 6 年 ２ 月 1 9 日  

公 布 済  

 

 

 那覇市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

 

那覇市教育委員会  

委員長  添石 幸伸  
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      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1504 
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那覇市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 
那覇市教育委員会規則第４号  

平 成 2 6 年 ２ 月 1 9 日  

公 布 済  

 

 

 那覇市公民館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

那覇市教育委員会  

委員長  添石 幸伸  

 



      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1508 
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監査委員公表 
平成 25 年度行政監査の結果について（公表） 

那監公表第６号   

平成 26年３月３日  

 

 

 

那覇市監査委員  新 城 和 範  

同     宮 里 善 博  

同      翁 長 俊 英  

同     亀 島 賢二郎  

 

 

 

平成 25年度行政監査の結果について（公表） 

 

 

 

地方自治法第 199 条第２項の規定に基づき、平成 25 年度行政監査を実施したの

で、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 

 なお、地方自治法第 199条の２の規定により、生涯学習課、市民スポーツ課及び

文化財課の監査については新城和範委員が、議会事務局庶務課の監査については翁

長俊英委員及び亀島賢二郎委員が関与していない。 
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第１ 監査の概要 

 

１ 監査の根拠等 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第２項の規定に基づき、那覇

市監査基準第 14条第３号及び那覇市行政監査実施要領により実施した。 

 

２ 監査のテーマ 

  「補助金の交付事務について」 

 

３ 監査の目的 

本市の補助金は、地方自治法に基づき公益上の必要性から交付しているもの

であるが、その種類及び態様は多種多様であり、総支出金額も多額となってい

る。一方、本市の財政運営は厳しい状況が続いており、より一層の財政改革が

求められている。このようななか、本市の補助金について、その必要性、公益

性、有効性、妥当性等について十分な検討が行われているかを主眼として監査

し、また、交付事務が適切に行われているかを検証することによって、補助金

の交付事務についての適正な執行に資することを目的とする。 

 

４ 監査の対象範囲 

平成 24 年度一般会計・特別会計歳出決算に係る補助金の支出があった事業

（19節負担金、補助及び交付金 02細節補助金の支出に限る。）は、全部で 150

事業であるが、これらの事業のうち、那覇市単独の財源に係る補助金の監査を

実施することとした。国庫補助金、県補助金の交付事務は、国、県による監査

が実施されており、市単独補助金の交付事務については、市単独のみで行うも

のである。このことから、市単独補助金の交付事務の適正手続及び適正執行に

ついて、十分な監査をするという観点から、今回の行政監査を実施することと

した。そのなかから、支出金額、補助事業の多い課、成果の有無等を勘案し、

監査対象事業を 50事業とした。 

 

５ 監査の実施期間 

平成 25年 10月８日から平成 26年２月５日まで 

 

６ 監査の実施方法 

抽出した 50 事業について調査票の作成及び資料の提出を求め、監査を実施

した。そのうちの４事業については、直接、補助事業を実施した場所への現地

視察を行い、補助事業者等から補助事業の実施状況等の事情を聴取した。（平

成 24年度所管部課の事業を平成 25年度の新組織で引き継いだ所管部課が対応

した。） 

 

７ 監査の項目及び主な着眼点 

(1) 補助金交付の必要性・公益性について 

①補助金の交付目的（公益上の必要性）は明確にされているか。 

②補助金の交付対象者は適切か。 
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③財源の確保がされているか。 

④交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のある

ものはないか。また、補助金の必要性などについて、逐次見直しを行ってい

るか。 

⑤交付終期の設定がなされる必要性はないか。 

(2) 補助金交付対象事業の有効性・妥当性について 

①補助金交付に際して要綱等が適正に設定されているか。 

②補助金額の積算根拠は明確に定められているか。 

③補助金の額の算定は妥当か。 

④補助金の効果及び条件の履行確認は、適正になされているか。 

⑤補助金のほかに行政効果を向上させる方法はないか。 

(3) 補助金に関する事務処理等について 

①補助金交付に関する事務処理は適切に行われているか。 

②補助金交付申請及び事業実績報告における書類審査等は適切に行われて

いるか。 

③補助事業者への指導は十分に行われているか。 

 

第２ 補助金の概要 

 

１ 補助金の定義 

地方自治法第 232条の２は「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場

合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定しており、補助金

の地方公共団体における法的な根拠となっている。補助金の定義は、法令上必

ずしも明確でなく、一般的には特定の事業、研究等の育成、助長をするために

地方公共団体が公益上必要があると認めた場合に対価なくして支出するもの

であるといわれている。また、行政実例（昭和 28年６月 29日）として「公益

上必要であるかどうかを一応認定するのは長及び議会であるが、公益上必要か

どうかの認定は全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であ

ると認められなければならない。」とある。 

２ 補助金支出の制限 

補助金支出の制限として憲法第 89条（公の財産の用途制限）がある。「公金

その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の

ため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを

支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されている。 

 

３ 補助金支出の方法 

補助金の支出の方法として、政務調査費（平成 25 年度からは政務活動費）

を除き、条例で定める旨の義務規定がないため、一般的に地方公共団体は、規

則、要綱等を策定し、手続きを明確にすることによって補助金の支出を規制し

ている。 

本市では、那覇市補助金等交付規則（昭和 52年規則第 34号）に基づき補助

金等（補助金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金であって、

市長が別に定めるもの。以下同じ。）の交付に関する基本的事項を定め、その

他規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるとして各課が個別の要綱

等で定めている。 
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４ 補助金等に関する基本指針について 

本市には、平成 17 年１月に策定された「補助金等に関する基本指針（補助

金等の透明性、公平性を確保するための指針）」（以下「基本指針」という。）

がある。この基本指針の目的として、①本市の補助金採択等に関する明確な基

準、②補助対象経費における基準等を示し、補助金について抜本的に見直す必

要性及び見直す視点として、単に縮減、廃止ということではなく、市民や市民

団体などの多様な主体と行政の「協働」を前提にすることが大切であると定め

ている。また、同基本指針は、市民意識の高揚と行政の意識改革の中で、公平

性・透明性・公益性が確保され、市民の利益に役立つような活動を支援する新

たな枠組みとして、市民参加を原点に、基準策定、審査機関の設置など新たな

補助金制度を構築するという視点でも定めている。 

 

５ 平成 24年度那覇市歳入歳出決算における補助金 

平成 24年度那覇市歳入歳出決算における補助金の金額は、150事業、予算現

額 19億 2,631万 6,000円、支出額（決算額）14億 6,115万 5,090円、事故繰

越額 0円、明許繰越額 3億 909万 7,791円、不用額 1億 5,606万 3,119円、執

行率 75.9％となっている。 

予算現額 

A         （円） 

支出額（決算額）B         

（円） 

事 故 繰 越

（円） 

明許繰越 

（円） 

不用額 

（円） 
執行率
B/A（％） 

1,926,316,000 1,461,155,090 0 309,097,791 156,063,119 75.9  

 

第３ 監査の結果 

 

１ 監査対象 50事業の平成 24年度那覇市歳入歳出決算 

監査対象補助金 50 事業における平成 24 年度那覇市歳入歳出決算の金額は、

予算現額 4億 6,251万円、支出額（決算額）4億 5,282万 9,739円、事故繰越

額 0円、明許繰越額 0円、不用額 968万 261円、執行率 97.9％となっている。 

予算現額 

A         （円） 

支出額（決算額）B         

（円） 

事 故 繰 越

（円） 

明許繰越 

（円） 

不用額 

（円） 
執行率
B/A（％） 

462,510,000 452,829,739 0 0 9,680,261 97.9  

 

２ 監査委員による指摘事項等について 

監査対象補助金 50 事業に係る監査の結果、定期監査実施要領を準用し、下

記表のとおり指摘事項等とする。 

（複数の指摘事項等がある場合は、上位の指摘事項等を表記している。） 

 

平成 25年度（平成 24年度実施事業）行政監査対象補助金一覧表 
                                       （単位：円） 

整理 

番号 
課名 事業名 

支出額 

(決算額) 

指 摘 

事項等 

1  

 

市民生活安全課 

那覇市交通安全市民運動推進協議会事業補助金 3,481,000 注意 

2 スクールゾーン委員会交通安全対策事業補助金 2,396,691 注意 

3 保灯設置事業補助金 2,215,200 － 
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4  

 
那覇・豊見城地区防犯協会補助金 1,892,485 注意 

5 那覇・豊見城地区交通安全協会補助金 759,799 注意 

6 
生涯学習課 

育英事業 5,646,000 注意 

7 那覇市ＰＴＡ連合会運営補助金 1,976,000 注意 

8 健康推進課 保健衛生団体補助 3,098,473 是正 

9 議会事務局庶務課 政務調査費 42,930,000 是正 

10 

まちづくり協働推進課 

那覇市連絡事務委託及び受託自治会補助事業 21,965,977 － 

11 那覇市協働によるまちづくり推進協議会補助金 3,600,000 － 

12 自治会長連合会補助金 3,000,000 － 

13 小学校区コミュニティモデル事業 2,658,832 是正 

14 協働によるまちづくり事業補助金 1,861,850 － 

15 
観光課 

観光協会事業補助金 33,994,000 － 

16 観光協会運営補助金 29,376,637 － 

17 文化振興課 文化協会助成事業 1,800,000 是正 

18 環境政策課 住宅用太陽光発電・太陽熱利用システム導入促進助成事業 7,250,000 － 

19 

福祉政策課 

那覇市社会福祉協議会補助金 67,838,426 是正 

20 那覇市民生委員児童委員連合会補助金 22,388,000 是正 

21 那覇市地域福祉基金助成事業 10,628,687 是正 

22 那覇保護区保護司会補助金 2,118,024 － 

23 那覇市連合遺族会運営補助金 319,000 － 

24 
ちゃーがんじゅう課 

那覇市シルバー人材センター運営補助金 13,546,000 是正 

25 高齢者公共交通割引制度 3,902,000 － 

26 
障がい福祉課 

那覇市身体障害者福祉協会運営補助金 1,000,000 是正 

27 地域活動支援センターⅢ型販路拡大支援事業 600,000 － 

28 

商工農水課 

企業立地促進奨励助成事業 10,190,365 注意 

29 那覇商工会議所事業費助成 3,240,000 是正 

30 日本商工会議所青年部第３２回全国大会おきなわ那覇大会事業費補助金 3,000,000 注意 

31 障がい者雇用安定化推進事業 1,667,000 注意 

32 小口資金融資事業 1,066,000 － 

33 若年者雇用安定化推進事業 720,000 注意 

34 補助金（団体補助） 282,000 是正 

35 営農指導等促進事業（補助金） 65,000 － 

36 なはまちなか振興課 頑張るマチグヮー支援事業 24,989,000 － 

37 

こどもみらい課 

障がい児保育事業（認可） 52,325,000 － 

38 保育所地域活動事業（認可） 13,297,000 － 

39 一時保育事業（認可） 8,156,000 － 

40 
子育て応援課 

地域組織活動育成事業 1,760,000 注意 

41 母子家庭等職業自立支援事業奨励金 1,303,000 － 

42 
 

青少年育成課 

補助金（那覇市青少年健全育成市民会議） 3,572,000 是正 

43 補助金（那覇市青年団体連絡会） 1,530,000 是正 

44 日本ボーイスカウト沖縄県連盟運営補助金 83,000 是正 

45 道路管理課 私道整備補助金 4,948,000 注意 

46 市民スポーツ課 第６４回沖縄県民体育大会先島地区開催に伴う派遣補助金 11,149,950 － 
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47 那覇市体育協会運営補助金 4,571,000 注意 

48 天皇賜杯第６７回全日本軟式野球選手権大会補助金 1,000,000 － 

49 学校教育課 那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金 3,638,950 是正 

50 文化財課 新垣家住宅保存整備事業 8,033,393 注意 

（課名は、平成 24年度の行政組織における課名としている。） 

 

参考 

   定期監査実施要領（抜粋） 

(平成 21年３月 25日監査委員決定) 

  那覇市監査基準第２章第１節第 14条第１号に規定する定期監査の実施要領を次のよう

に定める。 

第６ 監査後の処理 

１ 監査終了後、監査対象機関等の長に対して監査結果の概要を「指摘事項等」として、

文書により示すものとする。 

２ 指摘事項等は、次の区分によるものとする。 

(1) 指摘事項 

重大な違法、不当及び不正の状況への指摘とする。 

(2) 是正事項 

改善を要する悪い状況を改め正すこと。 

(3) 注意事項 

好ましくない状況があるので、気をつけるよう申し述べることとする。 

(4) 要望事項 

予算執行の効果や事業成績の見地から事態の向上を求め望むこととする。 

 

 

３ 事業別の指摘事項等 

事業別の指摘事項等は、次のとおりである。 

 

○市民生活安全課 

（整理番号１）（那覇市交通安全市民運動推進協議会事業補助金、348万 1,000円） 

（整理番号２）（スクールゾーン委員会交通安全対策事業補助金、239万 6,691円） 

共通事項 

補助金の種別について（注意事項） 

那覇市交通安全市民運動推進協議会及びスクールゾーン委員会への補助金

は、団体運営費補助として交付されているが、個別事業に係る経費であり、那

覇市の補助金等に関する基本指針における団体運営費補助とは思われない。 

補助事業の性格を踏まえ事業費補助として交付するよう検討されたい。 

 

（整理番号４）（那覇・豊見城地区防犯協会補助金、189万 2,485円） 

（整理番号５）（那覇・豊見城地区交通安全協会補助金、75万 9,799円） 

共通事項 

補助金の支出科目について（注意事項） 

那覇・豊見城地区防犯協会及び那覇・豊見城地区交通安全協会への補助金は、

団体運営費補助として交付されているが、その金額の算定方法は、人口を基準
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に財団法人南部振興会及び南部市町村会において決定されている。 

法令によって定められて支出するものではないが、行政として義務的要素が強

い団体負担金と思われるので、補助金ではなく負担金として取扱うよう検討さ

れたい。 

 

○生涯学習課 

（整理番号６）（育英事業、564万 6,000円） 

（整理番号７）（那覇市ＰＴＡ連合会運営補助金、197万 6,000円） 

共通事項 

補助金の交付事務について（注意事項） 

那覇市育英会補助金交付要綱及び那覇市生涯学習振興費補助金交付要綱に

おいて、交付申請があったときは速やかに当該申請の内容審査を行い、交付決

定をしたときは、申請者に通知するものとするとしている。しかし、実際は交

付申請から交付決定まで約１ヶ月を要している。交付団体の事業運営に支障が

ないように、速やかに交付決定事務を行われたい。 

 

 

○健康増進課（旧健康推進課） 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の２補助金 

（整理番号８－１）（沖縄県ゆうな協会団体運営補助金、59万 9,832円） 

（整理番号８－３）（デンタルフェア事業開催補助、62万円） 

共通事項 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

補助対象事業の履行確認は、提出された実績報告書で行っているが、その際、

所管課による領収書等の証拠書類による確認は行われていない。 

那覇市補助金等交付規則第 13 条では、補助金等の額の確定について、当該

報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により調査をするよ

う規定されている。所管課による領収証等の証拠書類による審査を行い、実効

性のある実績報告の調査確認を実施されたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の２補助金 

（整理番号８－１）（沖縄県ゆうな協会団体運営補助金） 

（整理番号８－４）（那覇看護専門学校運営補助金、150万円） 

共通事項 

補助金の事務処理について（注意事項） 

補助金交付団体からの実績報告書が遅れたことにより、補助金確定通知書へ

の遡及押印が行われている。公印の遡及押印は好ましいことではなく、交付団

体に対し実績報告書を早めに提出するよう指導されたい。 

また、補助対象事業期間等の見直しを行い、年度内に事務処理が完結できる

ようにされたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の１補助金 

（整理番号８－１）（沖縄県ゆうな協会団体運営補助金） 

補助金の支出科目について（注意事項） 

沖縄県ゆうな協会への補助金は、団体運営費補助として交付されているが、
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金額の算定方法は、人口を基準に沖縄県市長会において、県内の全市に対し、

決定されている。 

法令によって定められて支出するものではないが、行政として義務的要素が

強く、補助金ではなく負担金として取扱うよう検討されたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の１補助金 

（整理番号８－２）（那覇市献血推進協議会事業補助金、37万 8,641円） 

補助金の種別について（注意事項） 

那覇市献血推進協議会への補助金は、団体運営費補助として交付されている

が、献血思想の普及啓発、安定的な安全血液の確保等の事業を検討するために

設置された組織であり、那覇市の補助金等に関する基本指針における団体運営

費補助とは思われない。補助事業の性格を踏まえ事業費補助として交付するよ

う検討されたい。 

 

（整理番号８）（保健衛生団体補助）のうち、以下の１補助金 

（整理番号８－３）（デンタルフェア事業開催補助） 

補助金の種別について（注意事項） 

デンタルフェア事業への補助金は、団体運営費補助として交付されているが、

イベント開催のための補助金であり、那覇市の補助金等に関する基本指針にお

ける団体運営費補助とは思われない。補助事業の性格を踏まえ事業費補助とし

て交付するよう検討されたい。 

 

○議会事務局庶務課 

（整理番号９）（政務調査費、4,293万円） 

政務調査費（現政務活動費）の事務処理について（是正事項） 

那覇市議会政務調査費の交付に関する規程第６条第２項において、議長は、

提出された収支報告書に領収書等証拠書類の写しを添えて市長に送付するも

のとされているが、送付されていない。 

当該規定を遵守し、適正な事務執行に努められたい。 

 

○まちづくり協働推進課 

（整理番号 13）（小学校区コミュニティモデル事業、総額 265万 8,832円） 

(1)飲食代の支出について（注意事項） 

石嶺小学校区まちづくり協議会（モデル事業）に交付する補助金は、小学

校区を１つのエリアとした地域に存在する各団体・個人の主体的な連携と地

域課題解決への取り組みを支援するために交付されるものである。補助事業

終了後に提出された領収書等を確認したところ、役員会、懇親会等に「飲食

代」として支出されているのが散見された。補助金額 80 万円に対し、24 万

1,590円が「飲食代」として支出されており、30.2％の割合となっている。 

「飲食代」を補助対象経費として支出する場合には社会通念上、妥当な範囲

内となるよう具体的に補助金交付要綱に明記するように検討されたい。 

(2)実績報告書に係る審査について（是正事項） 

石嶺小学校区まちづくり協議会（モデル事業）の収支決算書を確認したと

ころ、本来は活動事業費とされるべき経費が事務運営費に分類されていた。 

所管課においては、実績報告書に添付された領収証等の証拠書類を確認し、
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適切な支出であるか否かを審査されたい。 

(3)補助金交付要綱の見直しについて（注意事項） 

那覇市校区まちづくり協議会モデル実施要綱第８条第４項の規定は、事務

運営費から活動事業費への流用については、モデル事業であることから柔軟

に対応できるようにするため、市長の承認を得ないでこれを行うことができ

る旨規定されている。 

しかしながら、当該補助金事業の適正な執行を図る観点から、那覇市補助

金等交付規則第６条第１項第１号の趣旨に立ち戻って、事業変更申請書等で

市長の承認を得ることができるよう当該要綱の見直しを検討されたい。 

 

○文化振興課 

（整理番号 17）（文化協会助成事業、180万円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

那覇市文化協会に交付している育成事業補助金は、事務局職員の人件費に充

当されている。事業終了後に提出されている収支決算書の審査は行われている

が、その裏付けとなる給与明細書の確認がされていなかった。 

実績報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

○福祉政策課 

（整理番号 19）（那覇市社会福祉協議会補助金、6,783万 8,426円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

地域福祉活動を目的とする事業の推進を促し、地域福祉の推進を図るため、

那覇市社会福祉法人の助成に関する条例第２条に基づき、社会福祉法人那覇市

社会福祉協議会に交付する補助金である。 

実績報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

（整理番号 20）（那覇市民生委員児童委員連合会補助金、2,238万 8,000円） 

補助金の充当先及び実績報告書に係る審査について（是正事項） 

本市の地域福祉を支える当該団体へ補助することで、民生委員活動が活性化

することにより、本市の地域福祉の向上を図ることを目的として交付している。 

補助金の充当先費目が、明確にされていないため、実績報告での履行確認が

適切に行われていない。充当先費目を明確にされ、実績報告の審査に当たって

は、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

（整理番号 21）（那覇市地域福祉基金助成事業、1,062万 8,687円） 

補助金の充当先及び実績報告書に係る審査について（是正事項） 

地域における在宅福祉、健康・生きがいづくり等、保健福祉の向上を目的と

して、社会福祉に係る活動実績のある団体が実施する事業に対する補助金であ

る。平成 24 年度は、24 団体の交付先に補助金を交付している。実績報告の審

査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

また、那覇市地域福祉基金事業補助金交付要綱第４条に基づき補助対象経費

として食糧費が認められているが、事業支出総額に占める食糧費の割合が高い

と思われる事業が見受けられた。食糧費については、使途が適切であるか領収

書等による確認を行うとともに、食糧費のあり方、交付要綱の見直しも含め検

討されたい。 
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○ちゃーがんじゅう課 

（整理番号 24）（那覇市シルバー人材センター運営補助金、1,354万 6,000円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

高齢者が就業を通して生きがいの発見や社会参加を図ることを目的とし、高

齢者就業機会確保事業等の運営補助として交付している。 

実績報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

○障がい福祉課 

（整理番号 26）（那覇市身体障害者福祉協会運営補助金、100万円） 

補助金の種別及び実績報告書に係る審査について（是正事項） 

身体障がい者の福祉の向上を図るため、那覇市身体障害者福祉協会に対する

団体補助として交付している。本市の補助金等に関する基本指針では、団体運

営費補助は、通算３年程度で見直すものと示されており、今後、団体運営費補

助か事業費補助かの補助金の種別のあり方について検討されたい。また、実績

報告の審査に当たっては、領収書等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

○商工農水課 

（整理番号 28）（企業立地促進奨励助成事業、１,019万 365円） 

（整理番号 29）（那覇商工会議所事業費助成、324万円） 

（整理番号 30）（日本商工会議所青年部第 32 回全国大会おきなわ那覇大会事業費補助金、300

万円） 

（整理番号 31）（障がい者雇用安定化推進事業、166万 7,000円） 

（整理番号 33）（若年者雇用安定化推進事業、72万円） 

共通事項 

受付印の押印について（注意事項） 

補助金交付申請書及び実績報告書のほとんどに受付印の押印がない。那覇市

文書取扱規程第 15 条第１号において、文書主任は、課に直接到達した文書に

収受印を押印のうえ、事務担当者に配付する旨の規程があるので当該規定を遵

守されたい。 

 

（整理番号 28）（企業立地促進奨励助成事業） 

補助金の種別について（注意事項） 

企業立地促進奨励助成事業（平成 24 年度実績６社）は、雇用の拡大と産業

の振興を目的に那覇市内に新たに事務所等を賃借、建設した企業等に対し助成

を行うものである。 

当該補助金は、団体運営費補助として交付されているが、補助事業の性格を

踏まえ事業費補助として交付するよう検討されたい。 

 

（整理番号 29）（那覇商工会議所事業費助成） 

（整理番号 34）（補助金（団体補助））（那覇市商工業振興奨励補助金、28万 2,000

円） 

共通事項 

(1)補助金の種別について（注意事項） 

那覇商工会議所事業費助成及び団体補助（沖縄県中小企業団体中央会）に対

する補助金は、那覇市商工業振興奨励補助金交付要綱第２条（補助の対象）に
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基づき商工業振興事業に要する経費としてそれぞれ昭和 50年及び昭和 52年か

ら今日まで長期間にわたり団体運営費補助として交付している。補助金等に関

する基本指針は、団体運営費補助について、自立できるまでの一定期間、運営

費に対して補助するものとしており、また、補助金の交付にあたっては、本来

事業費を対象に補助されるべきであるとして事業費補助への移行を示してい

る。 

よって、当該２団体に対する補助金については、事業を個別に勘案し、事業

費補助として交付するよう検討されたい。 

(2)実績報告書に係る審査について（是正事項） 

実績報告書には、実施した事業概要及び対象経費の収支決算書が添付されて

おり、審査は実績報告書に記載された収支などの数値が正しものとして計数確

認を行っている。 

補助金の額の確定に当たっては、実績報告書の審査を行う上で必要な領収書

等の証拠書類による確認を行われたい。 

 

 

○こども政策課 

（整理番号 40）（地域組織活動育成事業、176万円） 

母親クラブへの補助金交付について（注意事項） 

那覇市地域組織活動育成事業補助金（11団体）は、児童館と連携して活動する母

親クラブに対し、児童館活動の充実及び児童福祉の向上を目的に交付するもので

あり、団体運営費補助となっている。補助金等に関する基本指針では、補助金の

交付は原則として事業費を対象に補助されるべきであるとされている。母親クラ

ブの支出のほとんどが事業費となっているので、事業費補助として補助金を交付

するよう検討されたい。 

また、補助金の使途として弁当など食糧費としての支出が多く見受けられる。

補助金の飲食代への支出については、社会通念上、妥当な範囲内となるよう具体

的に補助金交付要綱に明記するように検討されたい。 

 

○青少年育成課 

（整理番号 42）補助金（那覇市青少年健全育成市民会議、357万 2,000円） 

（整理番号 43）補助金（那覇市青年団体連絡会、153万円） 

（整理番号 44）補助金（日本ボーイスカウト沖縄県連盟運営補助金、８万 3,000

円） 

共通事項 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

那覇市生涯学習振興費補助金は、生涯学習団体が実施する生涯学習振興事業

経費等を補助し、総合的な生涯学習の振興を図ることを目的としたものであり、

交付先は、那覇市青少年健全育成市民会議、那覇市青年団体連絡会、一般財団

法人ボーイスカウト沖縄県連盟となっている。補助金額の確定に当たっては、

実績報告書及び収支精算書を審査しているが、支出金額を証する領収書等の証

拠書類による確認を行っていない。 

実績報告書に係る審査については、領収書等の証拠書類による確認を行われ

たい。 

（整理番号 43）補助金（那覇市青年団体連絡会） 
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補助金の種別について（注意事項） 

那覇市青年団体連絡会への生涯学習振興費補助金については、団体運営費補

助となっており、補助金の使途は、事務局運営費（事務局報酬費等 30 万円）

と活動費（イベント等事業費 123万円）となっている。 

補助金等に関する基本指針では、補助金の交付は原則として事業費を対象に

補助されるべきであるとされている。事業費補助として補助金を交付すること

について検討されたい。 

○道路管理課 

（整理番号 45）（私道整備補助金、494万 8,000円） 

(1)補助金執行の確認について（注意事項） 

私道整備補助金（４団体）は、私道整備を行う市民に対し、工事に要する費

用の 90％以内を補助金として交付するものであるが、交付された補助金が、補

助金を交付された市民から工事請負業者に対し、支払われたかの確認がされて

ない。 

補助金が適正に執行されたかを確認するため、領収書等を提出させるなどの

措置を講じられたい。 

(2)整備した私道の維持管理の履行確認について（注意事項） 

私道整備補助金交付要綱第 11条で、「補助事業の参加者は、この要綱による

補助金の交付を受けて整備した私道の機能を損なわないように維持管理を行

わなければならない」と規定しているが、その維持管理の確認がされてない。 

同要綱に規定された整備後の私道の維持管理について、適切な履行確認をさ

れたい。 

 

○市民スポーツ課 

（整理番号 47）（那覇市体育協会運営補助金、457万 1,000円） 

補助金の種別について（注意事項） 

那覇市体育協会運営補助金は、市民の健康・体力づくりを推進し、スポーツ

の普及・振興を図り、市民の体育文化の発展に寄与する目的で NPO法人那覇市

体育協会へ平成 15年度から団体運営費補助として交付されている。 

また、同法人は、那覇市の体育施設（市民体育館、漫湖市民庭球場、首里石嶺

プール）の指定管理者として、平成 18年度から指定されている。 

当該補助金の種別のあり方について、交付団体の組織、年間事業計画、補助

対象経費等の内容を那覇市補助金等交付規則の趣旨、目的に照らし合わせて再

検証し、事業費補助への移行を含めて検討されたい。 

 

○学校教育課 

（整理番号 49）（那覇地区中学校体育連盟主催事業補助金、363万 8,950円） 

実績報告書に係る審査について（是正事項） 

那覇市学校教育関係団体等補助金交付要綱に基づき、那覇地区中学校体育連

盟に対し、団体運営費補助として交付されている。実績報告の審査について、

実績報告書の添付書類として必要と思われる領収証等の証拠書類による確認

を行っていない。那覇市補助金等交付規則第 13 条では、補助金等の額の確定

について、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により

調査をするよう規定されている。 

実績報告書に係る審査については、領収書等の証拠書類による確認を行い、
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実効性のある審査を実施されたい。 

 

○文化財課 

（整理番号 50）（新垣家住宅保存整備事業、803万 3,393円） 

交付申請書等への受付印の押印漏れ及び交付申請手続等の事務の遅延につい

て（注意事項） 

国指定の重要文化財である新垣家住宅の保存整備に係る補助金として所有

者に対し交付されている。交付申請書、実績報告書等の補助事業者から提出さ

れたすべての文書に受付印の押印漏れがあった。那覇市文書取扱規程第 15 条

では、文書について、文書主任は、収受印を押印のうえ、事務担当者に配付す

る等をして速やかに処理させなければならないと規定されている。交付申請等

の事務手続について、適切に執行されたい。 

また、平成 24 年４月９日に終了している賃貸借補助は、文化庁との調整が

遅れたことにより、交付申請等の手続きが平成 25年３月 26日からスタートし、

交付額確定通知が平成 25 年４月９日になっている。事業費補助は、事業終了

後、速やかに交付手続等を行い、適切な事務の執行に努められたい。 

 

 

４ 監査対象事業に係る交付手続の実施状況について 

監査対象 50 事業に係る交付手続の実施状況のうち特に重要と思われる項目に

ついて区分した結果は、次のとおりである。 

 

①補助金の種別について（団体運営費補助か事業費補助かを基本指針に沿って

適切に区分されているか。） 

※現状（団体運営費補助 28事業、事業費補助 22事業） 

適切に区分されている。  28事業 

適切に区分されていない。 22事業 

②交付申請（交付申請の提出時期が適正か。） 

適正           43事業 

適正でない。       ７事業 

③交付条件（交付決定通知に必要な条件が付されているか。） 

付されている。      46事業 

付されていない。     ３事業 

該当なし。        １事業 

④概算払申請（概算払いを行うにあたって、概算払申請書が提出されている

か。） 

提出されている。     25事業 

提出されていない。    13事業 

該当なし。        12事業 

⑤概算払精算（概算払いを受けた補助金の精算を年度末の３月 31 日までに行

っているか。） 

行っている。       30事業 

行っていない。      ５事業 

該当なし。        15事業 

⑥実績報告提出（実績報告の提出時期が適正か。） 
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適正           49事業 

適正でない。       １事業 

⑦実績報告添付書類（実績報告の審査にあたっては領収証等の添付書類を点検

し、適正に執行されたことを確認して確定を行っているか。） 

行っている。       25事業 

行っていない。      25事業 

 

第４ 監査委員の意見 

１ 補助金の基本的性格について 

補助金は、市民から徴収された税金やその他貴重な財源で負担されるもので

あるから、公正かつ効率的に執行することが求められる。そのためには、予算

編成を経て予算が確定し、交付申請から始まる補助金の確定・精算に至るまで

の一連の事務処理を適正に行うことが必要である。特に、交付目的や基本指針

に照らし、交付対象経費の使途が適正であったか、実績報告書やその添付書類

等で十分に審査することは重要な交付事務手続である。 

地方公共団体における補助金について判例では、「本来、資金の給付を求め

る被補助者の申込みに対する承諾の意思表示という性質を有する非権力的な

もので、その関係においては、原則として行政処分は存在しないものと解すべ

きである。」（旭川地裁平成 6 年４月 26 日判決、(控訴審)札幌高裁平成９年５

月７日判決）と述べている。また、別の判例では、「負担付贈与契約」である

として、「このような条件（負担）を守った場合には、この金額を補助する。」

という贈与契約を市と補助事業者が対等な関係で締結したこととされている。

契約である以上、補助金交付規則の手続きや補助金交付要綱に定める条件（負

担）、補助金返還（解約）となる事由などを補助金交付決定通知書（契約書）

に明示しておく必要があり、補助金の交付事務にとって重要なことである。 

 

２ 「補助金等に関する基本指針」の見直し等について 

本市の補助金（市単独補助金）の予算編成方針について検証した結果、まず、

予算編成（予算要求及び査定）における基本指針の存在が希薄化しているとい

うことが挙げられる。 

本市では、補助金等（補助金、助成金、奨励金、交付金、補給金）について

は、３年間を計画期間として定める実施計画（企画経費）の対象事業と位置付

けており、要求基準として補助金については、「補助金等に関する基本指針」

に基づき事業の目的、効果を十分に検証し要求することとしている。しかし、

現状は、実施計画で予算要求をする所管課とそれを査定する企画当局は、基本

指針の内容を検討することなく実施計画を策定している。 

財政当局もこの基本指針を予算編成及び査定の基準として採用し、毎年度の

予算編成要領のなかで、「補助金等については、『補助金等に関する基本指針』

に基づきその必要性、公益性等について検証し、一定期間継続しても目的が十

分達成されないものや、社会情勢の変化により実情にそぐわなくなったものな

どについては見直しを行うこと。」として、要領を十分留意の上、予算要求の

根拠資料の準備及び関係機関との事前調整等を行うよう通知している。しかし

ながら、基本指針は、策定から８年以上経過し、その間、見直しを行うことも

なく、審査機関の設置など新たな補助金制度を構築するという課題も達成され

ていないこと等、予算編成において財政当局が十分に参考にするよう通知をし



      那 覇 市 公 報    第１６１５号   2014（平成26）年３月３日 

 1527 

ていながら予算編成方針の基準としての役割があいまいなままでいるという

現状がある。 

今後の課題として、基本方針の見直しを含め、審査機関の設置など新たな補

助金制度の構築等についても検討し、実施計画及び予算編成方針における補助

金の基本指針（ガイドライン）としての役割を十分に発揮できるよう形式的、

具体的内容においてもその役割の明確化を構築すべきである。 

現在の基本指針が示していることは、今もなお補助金行政の課題や見直しの

視点、見直しの重点項目についての意義を失っているものではなく、補助金交

付事務についての適正な執行方法を示しているものである。 

課題について具体的には、①補助の長期化による既得権化、②交付団体の自

立の阻害、③補助金の適正な執行の見直しを掲げ、また、補助金の種別につい

ての課題、そして、見直し重点項目として、①事業費補助への移行、②団体運

営費補助のあり方、③公募型補助金制度の拡充、④終期の設定（サンセット方

式の確立）を示している。その他、見直し審査機関の設置（補助金の採択及び

見直しのための第三者審査機関の設置）についての将来的な課題を掲げている。 

 

３ 補助金の交付事務について 

補助金の交付事務について、事業別の指摘事項等でも述べたとおり交付事務

全般について、次のような不適切なものがみられた。 

(1) 補助金の支出科目について 

法令によって定められて支出するものではないが、行政として義務的要素

が強いので、補助金ではなく負担金として取扱うよう検討を要するものがあ

った。 

(2) 補助金交付要綱の見直しについて 

那覇市補助金等交付規則（以下「規則」という。）の施行に関し必要な事

項について各課が独自に各々の補助金交付事務の細目を定めるために要綱

を策定しているのであるが、規則の趣旨、目的を十分理解せずに要綱等を策

定しているものが見受けられた。規則の趣旨、目的に沿った要綱となるよう

改正を含めた見直しを検討されたい。 

(3) 補助金の種別について 

基本指針では、補助金の交付は原則として事業費を対象に補助されるべき

であるとしている。監査対象事業のうち、団体運営費補助として交付されて

いるが、その内容が個別事業に係る経費であり、基本指針における団体運営

費補助とは思われないものが見受けられる。事業費補助として補助金を交付

することについて検討されたい。 

また、基本指針は、団体運営費補助については、自立できるまでの一定期

間、運営費に対して補助するものとしており、補助金の交付にあたっては、

本来、事業費を対象に補助されるべきであるとして事業費補助への移行を示

している。長期にわたり団体運営費補助として交付している補助金について

は、団体運営費補助として継続する必要がある場合を除き、事業を個別に勘

案し、基本指針に基づく事業費補助として交付するよう検討されたい。 

(4) 受付印の押印の漏れ及び交付申請手続等の事務の遅延について 

課における文書の収受及び配付を規定した那覇市文書取扱規程第 15 条第

１号の遵守及び事業終了後の速やかな補助金交付手続等を実施し、適切な事

務の執行に努められたい。 
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(5) 実績報告書に係る審査について 

実績報告の添付書類である領収証等の証拠書類による確認を行っていな

い事例が多く見受けられた。補助金の額の確定については、当該報告書の書

類の審査について、領収書等の証拠書類による確認を行い、必要に応じて現

地調査等により調査し、実効性のある審査を実施するよう特に望むものであ

る。 

 

 

 

凡 例 

 
 表中の金額等の記述は、次の要領による。 

１ 表中に用いた比率は、百分率で、原則として小数点以下第２位を四捨五入 

して表示した。 

２ 各表は、財政課資料から参照したものである。 

３ 各表中の符号等は、次のとおりである。 

－は、該当なし。 
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